
 
平成25年10月１日から、食品加工用機械についての規定を追加した 

改正「労働安全衛生規則」が施行されます 
 

食品加工用機械を使用して作業を行う事業者の皆さまへ 
食品加工用機械を製造する製造者の皆さまへ 

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 
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食品加工用機械災害の推移 
休業４日以上の死傷災害件数 

（人） 

（年） 平成 

平成25年10月１日から、食品加工用機械について、作業の特性に応じた安全対策
を義務付けた労働安全衛生規則（以下「安衛則」という）が施行されます。          
（平成25年4月12日に改正安衛則が公布されました。） 

 
食品加工用機械による休業４日以上の死傷災害は、年間2,000件近く発生してお

り、他の産業機械による災害に比べ、特に多い状況にあります。  
災害内容も、身体部位の切断や挫滅（組織がつぶれること。）により身体に障害が

残る可能性のあるものが全体の１／４を占めています。 
 
このような状況を踏まえ、機械の危険な部分への覆いの設置や、食品の原材料の送

給・取り出し時の運転停止、用具の使用などが義務付けられました。 
 改正安衛則の内容をまとめましたので、食品加工用機械の安全な使用のためにお役
立てください。 
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食品加工用機械による傷病及び災害原因となった機械の可動部分の内容（労働安全衛生総合研究所調べ） 
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食品加工用機械及び安全装置の事例 

１ 食品加工用切断機（両手操作式制御装置付きスライサー） 

２つのボタンを両手
で操作している間の
み、刃が回転する。
（片手をボタンから
離したときは刃が急
停止。） 

２ 食品加工用粉砕機・混合機 

インターロック機構（可動式覆いを閉
じないと回転部が動かない機能）を
有するミキサー 

３ イネーブル装置とホールド・ツゥ・ラン制御装置 
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「イネーブル装置」 

連続的に操作するとき、機械が機能することを
許可するための補足的な手動操作装置（写真
では黄色の部分で、適度に握った状態で稼働
を許可し、手を握りしめても、手を離しても機械
が停止する３ポジションタイプのもの。） 
 

「ホールド・ツゥ・ラン制御装置」 

手動制御器を作動させている間に限り危険な
機械機能を起動し、かつ、低速運転を維持す
る制御装置。（写真では人差指部のボタン） 

ホールド・ツゥ・ラン制御装置（可動式覆いを開
いた状態のときでも、ボタンを押している間に
限り、低速で回転する。）を有するミキサー 

始動ボタン 



１ 食品加工用切断機・切削機の対策（安衛則第 130 条の2～４） 

  
  

  

留意事項 

 
安衛則第130条の2（切断機等の覆い等） 
 
  事業者は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断に必要な部分以外の部分 
 には、覆い､囲い等を設けなければならない。 
 
 
 
    

 ①「食品加工用切断機又は食品加工用切削機」とは、スライサー、チョップカッター、バンドソー 
   等の刃部により、食品の原材料の切断又は切削を行う機械をいうこと。 
 ②「覆い､囲い」には、可動式ガードも含まれること。また、これらの「覆い､囲い」を取り外し、又は 
   開放している間は、機械を起動できないようにインターロック機構を設けることが望ましいこと。 
 ③「覆い､囲い等」の「等」には、光線式安全装置が含まれること。 
 
安衛則第130条の3（切断機等に原材料を送給する場合における危険の防止） 
 
   1   事業者は、前条の機械（原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。）に原材料を 
    送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止 
    し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。 
 
 2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 
 
安衛則第130条の4（切断機等から原材料を取り出す場合における危険の防止） 
 
 1 事業者は、第130条の2の機械（原材料の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。）か 
  ら原材料を取り出す場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の 
    運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。 
 
 2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 
 
 
 
  ①第１３０条の３第１項及び第１３０条の４第１項の「労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき」 
   とは、原材料を送給し、又は取り出す際に機械の可動部が労働者の手の届く範囲にある場 
   合をいうこと。 
    ②第１３０条の３第１項及び第１３０条の４第１項の「機械の運転停止」に関して、機械の運転を 
   停止する操作を行った後、速やかに可動部を停止させるためのブレーキを備えることが望 
   ましいこと。 
  ③第１３０条の３第１項及び第１３０条の４第１項の「用具」には、可動部分との接触を防止する 
   ことができる大きさ及び形状の押し板及び取出し器具が含まれること。 
  ④第１３０条の３第１項及び第１３０条の４第１項の「用具等」の「等」には、手動で送給する装置 
   で可動部分との接触を確実に防止できるもの、両手操作式制御装置及び金属製又は特殊な 
   化学繊維製の保護手袋が含まれること。ただし、保護手袋については、機械の危険性に応じ 
   て有効なものを選択する必要があること。 
  ⑤第１３０条の３第１項及び第１３０条の４第１項の「用具等」について、機械に附属する専用の 
   ものがある場合には、これを他の用具等で代替することは適当でないこと。 
 
 
 
 
 
  
  

平成25年4月12日付基発第0412第13号通達。以下「13号通達」といいます。 

留意事項 「１３号通達」 
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２ 食品加工用粉砕機・混合機の対策（安衛則第130条の５～７） 
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留意事項 

 
 安衛則第130条の5（粉砕機等への転落等における危険の防止） 
 
1 事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働 
 者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが９０センチメートル以上の柵等を設け 
 なければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、 
 安全帯（労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号の安全帯をいう。以下同じ。）を使用させる 
 等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 
 
2 事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれの 
 あるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。 
 
3 労働者は、第1項ただし書きの場合において、安全帯その他の命綱（以下「安全帯等」という。） 
 の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 
  
  
  

「１３号通達」 

 ①第１３０条の５第１項の「食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機」とは、ミキサー、ミル、 
  らいかい機等の回転する可動部分によって、食品の原材料の粉砕、破砕、混合、混練又は 
  攪拌を行う機械をいうこと。 
 ②第１３０条の５第２項の「 開口部」には、転落のおそれのある開口部だけでなく、機械の可動 
  部分を囲う容器の開放されている部分を含め、それを経由して労働者の身体の一部が機械 
  の可動部分に届く場合の当該開口部が含まれること。なお、安衛則第１４２条第２項の「開口 
  部」についても、同様であること。 
 ③第１３０条の５第２項の「 開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずる 
  おそれのあるとき」とは、機械の開口部及び可動部分の位置、大きさにより、労働者の身体 
  の一部が機械の可動部分に届く場合をいうこと。ただし、機械の駆動力等が次のいずれにも 
  該当するなど、労働者の身体を負傷させるに至らない程度である場合は、これに含まれない 
  こと。なお、安衛則第１４２条第２項についても同様であること。 
  ア 機械の駆動力が、労働者の自らの力で回転を止めることができ、労働者の身体の一部 
   が接触しても、労働者の身体を負傷させるに至らない程度であること。 
  イ 機械の駆動速度が、労働者の身体の一部が接触しても、労働者の身体を負傷させるに 
   至らない程度であること。 
  ウ 機械の可動部分の形状が、鋭利でないこと。  
  ④第１３０条の５第２項の「 蓋、囲い」には、可動式ガードも含まれること。また、これらの「蓋､ 
   囲い」を取り外し、又は開放している間は、機械を起動できないようにインターロック機構を 
   設けることが望ましいこと。 
  ⑤第１３０条の５第２項の「 蓋、囲い等」の「等」には、光線式安全装置が含まれること。 
 
 
安衛則第130条の6（粉砕機等に原材料を送給する場合における危険の防止） 
   
 1 事業者は、前条第１項の機械（原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。）に原 
   材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転 
   を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。 
 
 2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 
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留意事項 

 安衛則第130条の7（粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止） 
 
 1 事業者は、第130条の5第１項の機械（内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除 
   く。）から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用さ 
    せなければならない。 
 2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 
 
 
 
 
  
  
  

「１３号通達」 

 ①第１３０条の６第１項の「労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき」とは、労働者が原材料を送 
  給する位置や機械の開口部等の原材料を送給する部分の位置、大きさ、さらには機械の可動 
  部の位置、可動範囲から、原材料を送給する労働者の身体の一部が機械の可動部分に接触 
  する可能性がある場合をいうこと。ただし、第１３０条の５の留意事項③のアからウまでのいず 
  れにも該当する場合は、これに含まれないこと。 
 ②第１３０条の６第１項及び第１３０条の７第１項の機械の運転の停止に関して、機械の運転を停 
  止する操作を行った後、速やかに可動部分を停止させるためのブレーキを備えることが望まし 
  いこと。 
 ③第１３０条の６第１項及び第１３０条の７第１項の「用具」には、可動部分との接触を防止するこ 
  とができる大きさ及び形状のトレイ及び柄杓が含まれること。 
 ④第１３０条の６第１項及び第１３０条の７第１項の「用具等」の「等」には、可動部分の形状が鋭 
  利でない機械に備え付けられたホールド・ツゥ・ラン制御装置であって、労働者の身体の一部が 
  接触しても負傷しない程度まで回転速度を下げて運転させることができるものが含まれること。 
 ⑤第１３０条の６第１項及び第１３０条の７第１項の「用具等」について、機械に附属する専用のも 
  のがある場合には、これを他の用具等で代替することは適当でないこと。 
 ⑥食品加工用粉砕機及び食品加工用混合機は、万が一、労働者の身体の一部が巻き込まれた 
  場合に、離脱が容易な構造とすることが望ましいこと。 
  

３ 食品加工用ロール機の対策（安衛則第130条の８） 

  

安衛則第130条の8（ロール機の覆い等） 
 
  事業者は、食品加工用ロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、 
 囲い等を設けなければならない。 
  
  

  ①第１３０条の８の「食品加工用ロール機」とは、製麺用ロール機、製菓用ロール機等の食品 

  の原材料を圧延する機械をいうこと。 
 ②「労働者に危険を及ぼすおそれのある部分」には、労働者の身体の一部が届くロール部が 
  含まれること。ただし、機械の駆動力が、労働者が自らの力で回転を止めることができ、労働 
  者の身体の一部が接触しても、労働者の身体を負傷させるに至らない程度である場合は、こ 
  れに含まれないこと。 
 ③第１３０条の８の「覆い、囲い」には、可動式ガードも含まれること。また、これらの「覆い、囲 
  い」を取り外し、又は開放している間は、機械を起動できないようにインターロック機構を設け 
  ることが望ましいこと。 
 ④第１３０条の８の「覆い、囲い等」の「等」には、光線式安全装置及び作業を行う労働者が自 
  ら操作できる急停止装置が含まれること。ただし、当該急停止装置を設ける場合には、原材 
  料の送給に必要な箇所を除き、覆い又は囲いを設ける必要があること。 
 ⑤食品加工用ロール機は、万が一、労働者の身体の一部が巻き込まれた場合に、離脱が容易 
  な構造とすることが望ましいこと。 
   

留意事項 「１３号通達」 
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４ 食品加工用成形機・圧縮機の対策（安衛則第130条の９） 

  

 
 安衛則第130条の9（成形機等による危険の防止） 
 
    事業者は、食品加工用成形機又は食品加工用圧縮機に労働者が身体の一部を挟まれるこ 
   と等により当該労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければな 
   らない。 

  留意事項 「１３号通達」 

 ①第１３０条の９の「食品加工用成形機又は食品加工用圧縮機」とは、おにぎりの成形機、マカ 
  ロニの押し出し機、果実の圧搾機等の圧力を加えることによって食品の原材料の成形、型抜 
  き、圧縮又は圧搾を行う機械をいうこと。 
 ②「挟まれること等」の「等」には、機械に巻き込まれることが含まれること。 
 ③「労働者に危険を及ぼすおそれがあるとき」には、労働者の身体の一部が機械の成形部又は 
  圧縮部に届く場合が含まれること。ただし、機械の駆動力が、労働者の身体の一部が接触し 
  ても、労働者の身体を負傷させるに至らない程度である場合は、これに含まれないこと。  
 ④第１３０条の９の「覆い、囲い」には、可動式ガードも含まれること。また、これらの「覆い、囲 
  い」を取り外し、又は開放している間は、機械を起動できないようにインターロック機構を設け 
  ることが望ましいこと。 
 ⑤第１３０条の９の「覆い、囲い等」の「等」には、光線式安全装置及び両手操作式制御装置が 
  含まれること。    
 
  
5 食品加工用機械に係るその他の留意事項について 

  

留意事項１ 「１３号通達」 

 ① 食品加工用機械に設ける安全装置、 覆い、囲い等については、安衛則第28条及び第29条 
  の規定に基づく点検、整備、機能の保持等を徹底する必要があること。 
 
 
 
安衛則第２８条（安全装置等の有効保持） 
  事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等（以下「安全装置等」 
 と いう。）が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行わなければならない。 
 
安衛則第２９条 
1 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。 
 ① 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。 
 ② 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、 
   事業者の許可を受けること。 
 ③ 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要 
   がなくなった後、直ちにこれを現状に復しておくこと。 
 ④  安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失ったことを発見したときは、すみやかに、その 
  旨を事業者に申し出ること。 
2 事業者は、労働者から前項第④号の規定による申出があったときは、すみやかに、適当な措 
 置を講じなければならない。 
 

参考 「関係法令」 



  
  

  

   
 
  
  
  
 
 
 
 
 
   
  

参考 

 ② 食品加工用機械を取り扱う労働者に対し、安衛則第35条の雇入れ時等の教育の実施を徹 
  底する必要があること。なお、同条第１項第１号から第４号までの事項に関する教育の省略が 
  認められている飲食店においても、当該事項に関する教育を行うことが望ましいこと。 
    また、食品加工用機械の安全な取扱い方法を定めた作業手順書を作成し、これにより作業 
  を行うよう労働者に対する教育を行うとともに、作業手順書に基づいて作業が行われているこ 
  とを定期的に確認することが望ましいこと。 

留意事項２ 「１３号通達」 

③ 食品加工用機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそ 
 れのある部分については、安衛則第101条第１項及び第２項の規定に基づく覆い、囲い等の設 
 置を徹底する必要があること。 
 

安衛則第３５条（雇入れ時等の教育） 
1 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者 
  に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生の 
  ため必要な事項について、教育を行わなければならない。ただし、労働安全衛生法施行令 
 第２条第３号に掲げる業種の事業場の労働者については、第①号から第④号までの事項 
 についての教育を省略することができる。 
 ①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 
 ②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 
 ③作業手順に関すること。 
 ④作業開始時の点検に関すること。 
 ⑤～⑧（略） 
 2 （略） 
  
労働安全衛生法施行令第２条の業種 
 １号 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 
 ２号 製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商      
             品卸売業、家具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具･建具・じゅう器小売業、燃    
             料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 
 ３号   その他の業種  

留意事項３ 「１３号通達」 

参考 

安衛則第１０１条（原動機、回転軸等による危険の防止） 
 1 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼす 
  おそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。 
 2 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、 フライホイール等に附属する止め具については、 
  埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。  
 3 ～ 5（略） 
 
 

7 

「関係法令」 

「関係法令」 



６ 機械の「調整の作業」を機械の運転停止義務の範囲に追加 

  （安衛則第１０７条） 

  
  

  
留意事項 

  機械による危険の防止に関する一般基準である労働安全衛生規則第１０７条に、機械（刃部） 
 を除く。）のそうじ、給油、検査、修理の作業に加え、「調整の作業」を行う場合も、労働者に危険 
 を及ぼすおそれがあるときは、機械の運転停止義務の範囲に追加されました。 
  これは、食品加工用機械のみならず、機械全体に適用されます。 
 
 
 安衛則第107条（掃除等の場合の運転停止等） 
 
 1 事業者は、機械（刃部を除く。）の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合にお 
  いて、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。 
   ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを 
  設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。 
 
 2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛 
  け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が 
  当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
   
  

①第１項の「調整」の作業には、原材料が目詰まりした場合の原材料の除去や異物の除去等、 
 機械の運転中に発生する不具合を解消するための一時的な作業や機械の設定のための作 
 業が含まれること。 
②第１項の機械の運転停止に関して、機械の運転を停止する操作を行った後、速やかに機械 
 の可動部分を停止させるためのブレーキを備えることが望ましいこと。 
③第１項ただし書きの「覆いを設ける等」の「等」には、次の全ての機能を備えたモードを使用す 
 ることが含まれること。なお、このモードは、「機械の包括的な安全基準に関する指針」（平成 
 １９年７月３１日付け基発第0731001号）の別表第２の１４（３）イに示されたものであること。 
 ア 選択したモード以外の運転モードが作動しないこと。 
 イ 危険性のある運動部分は、イネーブル装置、ホールド・ツゥ・ラン制御装置又は両手操作 
  式制御装置の操作を続けることによってのみ動作できること。 
 ウ 動作を連続して行う必要がある場合、危険性のある運動部分の動作は、低速度動作、低 
  駆動力動作、寸動動作又は段階的操作による動作とすること。 
④第１項の「調整」の作業を行うときは、作業手順を定め、労働者に適切な安全教育を行うこと。 
⑤第２項の「当該機械の起動装置に表示板を取り付ける」措置を講じる場合には、表示板の脱 
 落や見落としのおそれがあることから、施錠装置を併用することが望ましいこと。 

「１３号通達」 

（参考） 
○リスクアセスメント関連資料・教材一覧 

   http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/ 
   厚生労働省ホームページ ＞分野別の政策 ＞雇用・労働 ＞労働基準 ＞安全・衛生 ＞リスクアセスメント 

◆このリーフレットに関するお問い合わせは、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署まで 
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機械によるはさまれ巻き込まれ災害防止のポイント 

小出労働基準監督署 

機械災害防止の２原則 
◎隔離の原則 
柵、囲い等ガードを設けて、機械の稼働範囲に身体の一部が入らないようにする 

◎停止の原則 
機械の稼働範囲に身体の一部が入る場合、インターロック等により確実に機械を停止させる 

 

機械の包括的な安全基準に関する指針【H13.6・H19.7改正 厚生労働省】 

製造事業者及び使用者がリスクアセスメント等を行うための指針として、厚生労働省では、全て

の機械に適用できる「機械の包括的な安全基準に関する指針」を公表し、その普及を図っていると

ころです。指針のポイントを参考に、機械のリスクアセスメント及び適切なリスク低減措置の実施を

お願いします。 

（参考）指針全文掲載先【厚生労働省ホームページ】 
URL：http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/190808-b01.pdf 

ポイント１ 本質的安全設計（指針別表第2の2） 

【１】労働者の身体の一部がはさまれることを防止するため 

①はさまれるおそれのある部分については、 

身体の一部が進入できない程度に狭くするか【図１参照】 

またははさまれることがない程度に広くする【図２参照】 

～具体的には、JIS B9707、B9708、B9711で規定～ 

 

②はさまれたときに、身体に被害が生じない程度に 

駆動力を小さくする 

～例えば、80W未満のロボット～ 

 

③激突されたときに、身体に被害が生じない程度

に運動エネルギーを小さくする 

 

【２】機械の運動部分が動作する領域に進入せず、

または危険源に接近せずに、当該領域の外また

は危険源から離れた位置で作業が行えるように

する 

例えば、機械への加工物の搬入（供給）・搬出

（取出し）または加工等の作業を自動化する 

 

 

図１ しゃへい式金型 

図２ 安全距離（ＪＩＳ B970７） 



ポイント２ 安全防護（指針別表第3の3）【図３、図４参照】 

【１】動力伝導部分に安全防護 

固定式ガード 

または 

インターロック付き可動式ガード 

労働安全衛生規則第１０１条など 

法令に基づく措置を原則とすること 

【２】動力伝導部分以外の運動部分に安全防護を行う場合（機械の正常な運転時） 

固定式ガード 

インターロック付き可動式ガード 

光線式安全装置 

圧力検知マット等 

身体の一部の進入を検知して機械を停止させる保護

装置で囲む 

安全防護領域に進入する必要がない場合 

労働者の身体の一部が進入するために必要な開口

部以外には、 

固定式ガード 

インターロック付き可動式ガード 

光線式安全装置 

圧力検知マット等 

身体の一部の進入を検知して機械を停止させる保護

装置の設置 

安全防護領域に進入する必要があり、かつ、危険性

または有害性となる運動部分の動作を停止させる

ことにより安全防護を行う場合 

 

  

調整式ガード 

（全体が調整できるか、又は調整可能な部分を組み

込んだガードをいう。）等の当該運動部分の露出を最

小限とする手段を設ける 

安全防護領域に進入する必要があり、かつ、危険性

または有害性となる運動部分の動作を停止させる

ことにより安全防護を行うことが作業遂行上適切

でない場合 

【３】開口部の措置 

インターロック付き可動式ガード 

自己閉鎖式ガード 

光線式安全装置 

両手操作制御装置等 

開口部を通って労働者が安全防護領域に全身を進

入させることが可能であるときは、当該安全防護領

域内の労働者を検知する装置等を設ける 

 

 

  

図４ 機械類の組み合わせに対するガードの例 

（ISO14120準拠） 

図３ インターロック付き可動ガードの例 



◎労働安全衛生規則の改正 

 

●プレス機械に取り付けることができる新しい安全装置を追加 

プレスブレーキに使用できる安全装置として「レーザー式安全装置」※

を追加 

※ スライド速度を低速度とすることができ、操作する間のみスライド

を作動することのできるプレスブレーキに設置・使用ができます。 

 

●手払い式安全装置の原則使用禁止 

手払い式安全装置の使用禁止 

（ただし、当分の間は操作部が両手操作式など一定のプレ

ス機械に限って使用できます。）  

 

●機械のストローク端による危険防止措置の充実 

 
 
 
 
 
 

パンフレット（厚生労働省サイトへ） 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/1104-1.pdf 

 

 

●食品加工用切断機・混合機・ロール機等の対策 

 囲い、覆い等の設置 → 固定式ガード、可動式ガード、光線式安全装置など 
 原材料を送給する場合における危険の防止  機械の運転停止または用具等の使用 
 原材料を取り出す場合における危険の防止 

【食品加工用機械及び安全装置の事例】 

食品加工用切断機（両手操作式制御装置付きスライサー）   食品加工用粉砕機・混合機 

●機械の「調整の作業」を機械の運転停止義務の範囲に追加 
パンフレット（厚生労働省サイトへ） 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/130606-1.pdf 

インターロック機

構（可動式覆い

を閉じないと回

転部が動かない

機能）を有するミ

キサーの事例 

２つのボタンを両手 

で操作している間の 

み、刃が回転する。 

（片手をボタンから 

離したときは刃が急 

停止。） 



◎死亡災害事例 

【業種】    食料品製造業 

【発生月】   平成２５年１月 

【発生時間】 １２時１０分 

【被災者】   ５１歳・男性・管理者・経験３２年 

【災害の概要】 

ビン詰め工場において、空きビンを洗ビン機に供給するための自動搬送装置の運転監視を行っ

ていた被災者が、待機状態で停止していた高さ約2ｍの同装置に上がり、自動運転中の機械に接

近して確認・調整等の作業をしていたところ、センサーが解除されて同装置が再起動し、移動してき

た同装置と支柱との間に頚部をはさまれた。 

【略図】                               【現場写真（再現した様子）】 

×：被災場所（被災者がはさまれた場所） 

→：搬送装置が移動した方向 

ホ：被災者の作業位置 

【災害原因】 

① 自動的に運転・停止を繰り返す構造になっていたが、機能を停止せずに接触するおそれのある
危険区域内に立ち入ったこと。 

② 立入禁止の安全柵は設けられていたが、制御盤上部の危険区域には柵、囲い等が設けられて
いなかったこと。 

③ 機械の調整作業等の非定常作業を含み、安全に配慮した作業手順書がなかったこと。 
④ 安全衛生教育が行われていなかったこと 

【対策】 

① 点検・調整作業等で装置の危険区域内に立ち入る場合には、電源を遮断する等により機能を停
止させるとともに、起動装置に表示板を取り付ける等運転防止の措置をとること。 

② 危険区域に柵、囲い等を設けること。また、危険区域内へ進入する必要がある場合、インターロ
ックを施す等進入を検知して装置を停止させる安全装置を設置すること。 

③ 非定常作業を含めた安全な作業手順書を定め、周知徹底を図ること。 
④ 監視・調整等の作業で当該装置内に立ち入る者については、運転時に巻き込まれによる危険性
があることなどについて、あらかじめ安全教育等を実施すること。 



◎製造業での機械による挟まれ巻き込まれ災害が急増しています！ 
小出労働基準監督署 

●表1  製造業における機械による挟まれ巻き込まれ災害発生状況 

●表2 業種別                ●表3 機械別                ●表4 経験年数別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）平成21年から26年5月末までの機械災害の発生件数64件について分析。労働者死傷病報告から集計 

 

◎機械災害をなくそう！ 
 

 ◎囲い、覆いなど安全対策に不備があった 

◎そうじ、調整等の作業時、機械を停止しなかった 

◎点検しよう！ 
○囲い、覆い等の安全装置の設置・有効保持 

○安全な作業手順 
（正常な運転時における定常作業/そうじ、点検、調整等の作業時の非定常作業） 

◎確認しよう！ ○機械停止の徹底（突発的なトラブル処理作業時の安全確保） 

【お問合せ先】 

小出労働基準監督署 電話025（792）0241（担当：監督安衛課 安全衛生担当） 
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 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 

機械による労働災害防止対策を強化するため 

労働安全衛生規則を改正しました 

 

プレス機械による労働災害は、依然として高い水準で発生しており、その多くが指の切断

など後遺障害を伴うものとなっています。今回、プレス機械による挟まれ災害などの対策を

強化するため、プレス機械に取り付ける新たな安全装置の追加や手払い式安全装置の原則

使用禁止など、労働安全衛生規則の一部を改正しました。 

改正規則は平成 23年７月１日から施行されます。 

（プレス機械対策を中心に） 

改正の概要 

３ 機械のストローク端による危険防止措置の充実（第１０８条の２） 

ストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのある機械について、工作機械に限らず、

移動するテーブルなど該当するものはすべて、危険を防止する措置を講じなければなら

なくなります。 

２ 手払い式安全装置の原則使用禁止（第１３１条および附則） 

１ プレス機械に取り付けることができる新たな安全装置を追加（第１３１条） 

プレスブレーキ（※１）に使用できる安全装置（プレスブレーキ用レーザー式安全装置）

を追加しました。この装置は、スライドの速度を低速度（毎秒 10 ミリメートル以下）とする

ことができ、操作部を操作している間のみスライドを作動させることができるプレスブレ

ーキに設置、使用することができます。   

(※１)主として，長板の曲げに使用する構造をもつプレス機械 

 

手払い式安全装置は、使用禁止となります。ただし、当分の間、プレス機械の操作部が

両手操作式のものに取り付けた場合に限り使用することができます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手払い式安全装置は簡便な安全装置として使用されてきましたが、足踏みスイッチのプレス機械に設

置した場合に、手を払いきれずにスライドに手を挟まれることがありました。そこで、今後は原則使用禁止

とします。ただし、両手操作式のプレス機械など一定の条件（※３）を満たすものに限り、当分の間、使用

することができます。 

レーザー光 

スライド 

安全装置を設置しない場合 安全装置を設置した場合 

この安全装置は、プレスブレーキの停止性能に応じ、身体の一部がスライドに挟まれるおそれがない

よう、上型の近傍に検出機構のレーザー光線を配して使用します。 

Ⅰ プレス機械に取り付けることができる新たな安全装置を追加 

プレスブレーキは、材料を手に持って加工する場合など、現行の光線式安全装置が使いにくいことが

あります。今回の改正により、一定の条件（※２）を満たすプレスブレーキについて、「プレスブレーキ用レ

ーザー式安全装置」が使用できるようになりました。この安全装置については、今回、「プレス機械又はシ

ャーの安全装置構造規格」にも、新たに規定しています（第22条の２）。このような安全装置は、欧州規格

(EN規格)に基づき、ヨーロッパなどでも使用されています。 

（１）スライドの速度を毎秒 10 ミリメートル以下の低速度にすることができるものであること。 

（２）（１）の低速度でスライドを作動させるときは、スライドの操作部を操作している間のみスライドを作

動させるものであること。例えば、足踏みスイッチを用いる場合は、踏んでいる間のみスライドが作

動するもの。 

（※２） プレスブレーキ用レーザー式安全装置を取り付けることができる一定の条件 

Ⅱ 手払い式安全装置の原則使用禁止 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 機械のストローク端による危険防止 

労働者に危険を及ぼすおそれのある機械のストローク端については、改正前は工作機械にのみ、柵、

覆いなどを設けることを規定していましたが、工作機械以外の移動するテーブルやラムを有する機械で

も、テーブルと建物設備の間に挟まれる死亡災害が発生していることから、ストローク端のリスクを有する

すべての機械について、危険防止のための措置を講じなければならないこととしました。 

対象を工作機械から、ストローク端のリスクを有するすべての機械に拡大！ 

※両手で操作する装置であればよく、両手操作式安全

装置の要件までを満たす必要はありません。 

対象となる機械には、タレットパンチプレス、木工用のＮＣルーター、ＮＣフライス盤などがあります。 

危険を防止する措置とは、例えば、①覆い・柵を設けること、②光線式安全装置・マット式安全装置を設置し、作業者の進入 

を検知したときに機械の作動を停止させること、などがあります。 

手払い式安全装置の 

原則使用禁止 両手ボタンを併せて利用 

防護板 

手払い式安全装置 

操作方法が両手操作式であること 

ストローク長さが  
① 40 ミリメートル以上 

② スライドの作動中に手の安全を確保できる防護板（以下「防護板」）の高さ以下 
（防護板の高さが 300 ミリメートル以上のものは 300 ミリメートル以下） 

毎分ストローク数が 120以下 

※３ 当分の間、手払い式安全装置を使用することができるプレス機械の条件 

※この経過措置については、改正規則の施行状況を踏まえて将来的に見直すことを予定しています。 

新たにプレス機械の安全対策を行う場合は、できる限り手払い式安全装置以外の措置を選択しましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正 労働安全衛生規則 

※労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号）の改正とあわせて、「プレス機械又はシャー

の安全装置構造規格」（昭和 53年労働省告示第 102号）、「動力プレス機械構造規格」（昭和 52年

労働省告示第 116号）も改正しました。 

このリーフレットに関するお問い合わせは、 

最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署まで 

附 則  

第２５条の２（手払い式安全装置に係る経過措置） 

 当分の間、第 131 条第２項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「手払い

式安全装置」とあるのは、「手払い式安全装置（ストローク長さが 40 ミリメートル以上であって防

護板（スライドの作動中に手の安全を確保するためのものをいう。）の長さ（当該防護板の長さ

が 300 ミリメートル以上のものにあっては、300 ミリメートル）以下のものであり、かつ、毎分スト

ローク数が 120以下である両手操作式のプレス機械に使用する場合を除く。）」とする。 

第１０８条の２（ストローク端の覆い等） 

 事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者

に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する措置を

講じなければならない。 

 
第１３１条（プレス等による危険の防止） 

（略） 

２ 事業者は、作業の性質上、前項の規定によることが困難なときは、当該プレス等を用いて作

業を行う労働者の安全を確保するため、次に定めるところに適合する安全装置（手払い式安

全装置を除く。）を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。 

一 （略） 

二 （略） 

三  プレスブレーキ用レーザー式安全装置にあっては、プレスブレーキのスライドの速度を毎

秒 10 ミリメートル以下とすることができ、かつ、当該速度でスライドを作動させるときはスラ

イドを作動させるための操作部を操作している間のみスライドを作動させる性能を有するも

のであること。 

３ （略） 

2011.3 



〇 職場に、はさまれ、巻き込まれる危険箇所はありませんか？

〇 機械の可動部に安全カバーは付いてますか？

〇 機械の安全装置は有効に働いていますか？

〇 作業標準（マニュアル）はありますか？

〇 作業者は決められた手順で作業をしていますか？

西脇労働基準監督署 （R4.02）



はさまれ、巻き込まれ

32%

転倒

17%墜落、転落

13%

その他

38%

STOP! はさまれ・巻き込まれ災害

はさまれ・巻き込まれ災害の特徴
特徴１

全業種の中で最も災害が多い︕
休業４日以上の労働災害559件のうち、製造
業の労働災害は208件と最も多く発生してい
ます。

製造業

37%

保健衛生業

12%
運輸交通業

10%

その他

41%

特徴２

特徴３ 特徴４

はさまれ・巻き込まれによる労働災害
が最も多い︕
製造業の労働災害208件のうち、はさまれ・巻
き込まれによる労働災害は67件と最も多く発
生しています。

経験５年未満の労働者に多い︕
はさまれ・巻き込まれ災害の約５割が経験５
年未満の労働者です。また４人に１人が１年
未満の労働者となっています。

非定常作業中に発生しやすい︕
はさまれ・巻き込まれ災害の中には、非定常
作業（保守作業、トラブル対処など）による
ものが、多く含まれています。

業種別災害発生状況

作業内容別

製造業事故の型

自主的な安全衛生活動の取組
安全な作業の定着には、すべての労働者が災害防止活動に自ら取り組み、

危険に対する認識、安全意識を高めるための継続した取組が重要です。

１ ヒヤリ・ハット活動

作業中にヒヤリやハッとしたが幸い災害にならなかった事象を報告し、職場で原因を追
究し、未然に災害防止対策を打つ活動です。

労働者死傷病報告（西脇署︓令和２年‐令和３年）

1年未満

24%

1年以上5年未満

31%

5年以上

45%
非定常作業

52%

定常作業

48%

経験期間別



STOP! はさまれ・巻き込まれ災害

２ 危険予知（ＫＹ）活動

３ リスクアセスメントによる取組

作業開始前に現場や作業内容に潜む危険要因と発生するかもしれない災害について話
し合い、作業者の危険に対する意識を高める活動です。

作業の状況を描いたイラストシートなどを用いて行う方法などがあります。

リスクアセスメントは、各作業に伴う危険・有害性を洗い出し、リスク（負傷や疾病の重篤
度と発生可能性等を組み合わせたもの）を評価するもので、リスクの大きいものから優先
して対策を講じ、リスクを小さくすることにより確実、効果的に災害を防止しましょう。

▶リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施手順◀
① 各作業に係る危険・有害性の特定
② 特定された危険・有害性ごとのリスクの見積り
③ 見積りに基づくリスクを低減するための優先順位が設定

④ リスク低減措置の検討及び実施
⑤ リスクアセスメントとリスク低減措置の記録

① 作業名
（機械・設備）

② 危険・有害性と
発生のおそれのある災害

③ リスクの見積り

④ リスク低減措置案

⑤ 措置実施後の
リスクの見積り

災害の
重篤度

発生の
可能性

優先度
(ﾘｽｸ)

災害の
重篤度

発生の
可能性

優先度
(ﾘｽｸ)

自動箱詰機
復旧作業

機械内部の詰まった製品を取り
除くとき、可動部に指等がはさま
れる。

△ △ Ⅱ
安全カバーの開放時に機械

が自動停止するｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯ
ﾁを設ける。

△ 〇 Ⅰ

〃 〃
製品の詰まり等の不具合発

生時における作業手順を作
成し周知する。

△ △ Ⅱ

【事例】箱詰機を使用中、詰まった製品を取り除こうとしたところ手がはさまれそうになった
（原因）

① 詰まった製品の除去にあたり、箱詰機の停止ボタンを押して、機械を
停止させずに作業をしようとしたこと。

② カバーを開けると機械が自動的に停止する安全装置がなかったこと。
③ 機械の不具合が発生したときの作業手順が作成されていなかったこと。

災害の重篤度
×： 致命的・重大（死亡や休業１カ月以上の災害）
△： 中程度（休業１カ月未満の災害）
○： 軽度（かすり傷程度）

発生の可能性
×： 毎日、危険・有害性に接近する。注意しても災害につながる
△： 可能性がある（修理等で、時々危険・有害性に接近する）
○： ほとんどない（めったに危険・有害性に接近しない）

災害の重篤度

致命的
重大 ×

中程度
△

軽度
〇

発
生
の
可
能
性

× 高い又は
比較的高い

Ⅲ Ⅲ Ⅱ

△ 可能性あり Ⅲ Ⅱ Ⅰ

〇 ほとんどなし Ⅱ Ⅰ Ⅰ

リスクの程度
Ⅲ： 直ちに解決すべき、または重大なリスクがある
Ⅱ： 速やかにリスク低減対策を実施すべきリスクがある
Ⅰ： 必要に応じてリスク低減対策を実施すべきリスクがある

４ その他の取組
安全提案制度、４Ｓ（整理、整頓、清潔、清掃）活動、（安全パトロール、安全ミーティング

での）安全当番制度などさまざまな取組があります。



はさまれ・巻き込まれ災害防止チェックリスト

チェック項目 【安全衛生管理体制】 YES NO 改善
（予定）日

１ 安全衛生管理体制が確立されていますか？ □ □ 年 月 日

２
定期的に、安全衛生委員会（又は安全衛生会議）の開催等で、
安全衛生に関する労働者の意見を聴く機会を設けていますか？

□ □ 年 月 日

３ 安全衛生スタッフの職務を明確に定めていますか？ □ □ 年 月 日

４
職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、
職長等教育を行っていますか？

□ □ 年 月 日

５
法定の職務事項、その他事業場が独自に定めた職務が適正に
遂行されていますか？

□ □ 年 月 日

６
定期的に安全衛生教育を行い、その教育内容が守られて作業が
行われていることを確認していますか？

□ □ 年 月 日

チェック項目 【はさまれ・巻き込まれ災害防止】 YES NO 改善
（予定）日

１
回転軸、歯車、プーリー、ベルトなどに覆い、囲い等を設け、有効に
保持されていますか？

□ □ 年 月 日

２
上記のほか、安全カバーや安全装置は、常に、有効な状態に保持
されていますか？

□ □ 年 月 日

３ 開閉するカバーにはインターロック（リミット）スイッチを設けていますか？ □ □ 年 月 日

４
「安全な作業標準」を定め、その作業標準どおり作業されているか
点検していますか？

□ □ 年 月 日

５
作業標準で「具体的な停止手順」を定めていますか？

（どのような場合に、誰が、どのように、どこからどこまで、どう復旧するか、
復旧の場合の安全確認など）

□ □ 年 月 日

６
「清掃などの場合の運転停止」の表示がなされ、その徹底が図られる
よう定期的に繰り返し教育していますか？

□ □ 年 月 日

７
清掃など必要がある場合に取り外し可能な安全カバーについては、
「機械を停止せずにカバーを取り外さないこと！」などの表示を行い
注意喚起していますか？

□ □ 年 月 日

８
「運転停止」、「はさまれ・巻き込まれ危険」などの表示は、作業者が
気付きやすい位置、目につく色で掲示されていますか？

□ □ 年 月 日

９
コンベヤーには、非常の場合に直ちに運転を停止できる位置に
非常停止装置が設けられていますか？

□ □ 年 月 日

１０
ボール盤など回転する刃物に作業者の手が巻き込まれる危険がある
機械を操作する場合には、手袋の使用を禁止し、その旨を作業者の
見やすい位置に表示していますか？

□ □ 年 月 日

１１
衣服が回転物に巻き込まれないよう、作業服のやぶれ、ほつれなどが
ないか、袖口のボタンをきちんと留めているかどうか、始業前 に確認
していますか？

□ □ 年 月 日

このリーフレットについてのお問い合わせは、
西脇労働基準監督署 安全衛生課（西脇市西脇885-30 西脇地方合同庁舎4階 ℡0795-22-3366 ）

までお願いします。



機械による「はさまれ・巻き込まれ」
災害の撲滅に向けて

～STOP︕はさまれ・巻き込まれ災害～

はさまれ・巻き込まれ災害の特徴

武生労働基準監督署

機械の運転を停止せず、加工物の位置調整、付着物の除去及び
不具合時の点検などの作業をしようとして、身体の一部が機械等に
「はさまれる・巻き込まれ」による労働災害が多発しています。

特徴２

特徴３ 特徴４

労働者死傷病報告（武生労働基準監督署管内、
令和元年～令和４年）

特徴１

業種別災害発生状況

製造業

建設業

運輸交通業

商業

そのほか

全業種の中で製造業が最も多く
「はさまれ・巻き込まれ」災害が
発生しています。

64.4％
17.2％

3.4％

製造業の労働災害を事故の型別でみる
と、「転倒」災害に次いで「はさまれ・巻
き込まれ」災害が多く発生してます。

事故の型別労働災害発生状況（製造業）

はさまれ・巻き込まれ

転倒

墜落・転落

激突

飛来・落下

そのほか

4.6％
10.4％

21.5％

21.8％

9.6
％

8.4
％

「はさまれ・巻き込まれ」災害は、
非定常作業（保守作業、トラブル
対応）時に多く発生しています。

作業内容別労働災害発生状況（製造業）

非定常作業

定常作業
51.7％48.3％

被災者の業務経験年数と労働災害の関係（製造業）

１年未満

１年以上５年未満

５年以上50.0％

50.0％
32.8％

17.2％

「はさまれ・巻き込まれ」災害の
５割が経験年数５年未満の労働者
です。

8.4
％

30.3％



災害事例
出典︓「厚生労働省 職場の安全サイト」災害事例

１ 箱詰機を使用中、詰まった製品を取り除こうとしたところ、手が挟まれそうになった

発生状況
自動箱詰ラインにおいて、箱詰機に製品が詰まり機械が

停止した際に、機械が（運転完了のため）自動停止したと
思い、箱詰機の停止ボタンを押すことなく箱詰機のカバー
を外し、詰まった製品を取り除こうとしたところ、
突然機械が動き出し、手が挟まれそうになった。

原因 対策

１
詰まった製品の除去に当たり、
機械の停止ボタンを押し、完全な
停止を確認していなかったこと。

調整・除去の作業時は、機械を完全に
停止させた後、行わせること。

２ カバーを開放すると機械が自動停止
する安全スイッチがなかったこと。

カバーを外すと機械が停止する安全装置
（インターロック）を取り付けること。

３

安全教育が十分でなかったこと。
（作業者の危険を感じる能力が低下
していたこと。）

調整、除去等（非定常作業）に係る作業
手順書を作成し、作業者に対し安全衛生教
育を十分に行うこと。併せて、危険箇所に
ついては、「はさまれ注意」などの表示す
るなどして「見える化」を図り、関係労働
者に周知を図ること。

２ ボール盤での穴あけ作業中、手袋が巻き込まれそうになった

発生状況
ボール盤でのステンレス板の穴あけ作業中、ボール盤台上

にある不要な物を手袋（軍手）をした右手で取り除こうとし
た時、回転中のドリルに手袋が巻き込まれそうになった。

▲詳しくはコチラ

原因 対策
１ ボール盤による孔あけ作業に軍手を

着用していたこと。
ボール盤の穴あけ作業は、巻き込まれる
おそれがあるので手袋は着用しないこと。

２
ボール盤を稼働させながら片手で他
のこと（不要物移動）を行ったこと。

作業に掛かる前にボール盤台上の不要物
は撤去すること。
また、他の作業をするときは必ずボール
盤の電源を切ってから行うこと。

３ 安全教育が十分でなかったこと。 ※１と同様。

（※１）



自主的な安全衛生活動の取組

１ ヒヤリ・ハット活動

安全な作業の定着には、全ての労働者が災害防止活動に自ら
取り組み、危険に対する認識、安全意識を高めるための
継続した取組が重要です。

２ 危険予知（KY）活動

３ リスクアセスメント

作業中にヒヤリやハットしたが幸い災害にならなかった
事象を報告し、職場で原因追求し、未然に災害防止対策を
講じる活動です。

▲詳しくはコチラ

作業開始前に現場や作業内容に潜む危険要因と発生
するかもしれない災害について話し合い、作業者の危険
に対する意識を高める活動です。作業状況を描いた
イラストシートなどを用いて行う方法も有効です。 ▲詳しくはコチラ

リスクアセスメントとは、各作業に伴う危険・有害性を洗い出
し、リスク（負傷や疾病の重篤度と発生可能性等を組み合わせた
もの）を評価するもので、評価の結果、リスクの大きいものから
優先して対策を講じ、リスクを小さくすることで確実・効果的に
災害防止につなげていく取組です。



「はさまれ・巻き込まれ」災害防止チェックリスト

１ 安全衛生管理体制編
No

チェック項目

１ 安全衛生管理体制が確立されていますか。

２
定期的に安全衛生委員会の開催等で、安全衛生に関する
労働者の意見を聴く機会を設けていますか。

３ 安全衛生スタッフの職務を明確に定めていますか。

４
雇入れ時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等
教育、能力向上教育等を実施していますか。

５
非正規労働者・派遣労働者を含め、全ての労働者に対し、
雇入れ時の教育を実施していますか。

６
上記４、５の教育内容が守られて作業が行われていることを
確認していますか。

２ 「はさまれ・巻き込まれ」災害防止編

No チェック項目

１ 回転軸、駆動部等の危険部分に囲い等を設け、有効な状
態が保持されていますか。

２ 開閉するカバーにはインターロック（リミット）スイッチを設け
ていますか。

３
安全作業マニュアルは整備し、書面化されていますか。
また、定期的な見直しを図り、周知徹底を図っていますか。

４
作業標準で具体的な停止手順は定められていますか。
（どのような場合、誰が、どのように、どこまで、どう調整するか、調整の場
合の安全確認はどうするか等）

５ 機械を停止して調整等の作業を行う場合は、他の労働者
が再稼働させないよう表示を行っていますか。

６ 「運転停止」、「はさまれ・巻き込まれ危険」などの表示は、
作業者が目に付く位置・色で掲示されていますか。

７ 機械や器具、安全装置の定期点検・検査は実施していま
すか。

は
い

い
い
え

は
い

い
い
え

該
当
な
し
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